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令和 8 年度第 2 回飯塚市職員採用試験を実施します。 

試 験 区 分  採 用 予 定 者 数  受   験   資   格 (年 齢 /令 和 9 年 4 月 1 日 時 点 ) 

行政 事 務  

(初 級 ) 
2 名程 度  

平 成 14 年 4 月 2 日 か ら 平 成 21 年 4 月 1 日 ま で に 生 ま れ た 人  

(大 学 に お け る 在 学 期 間 が 2 年 を 超 え る 人 は 受 験 で き ま せ ん ) 

(参 考 ／ 18 歳 ～ 24 歳 ) 

行政 事 務  

(障 がい 者 対象 ) 
1 名程 度  

平 成 3 年 4 月 2 日 か ら 平 成 21 年 4 月 1 日 ま で に 生 ま れ た 人 で 、 下 記 の い ず れ か に 該 当 す る 人   

① 身 体 障 害 者 福 祉 法 (昭 和 24 年 法 律 第 283 号 )第 15 条 に 定 め る 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て

い る 人  

 ② 都 道 府 県 知 事 又 は 政 令 指 定 都 市 市 長 が 発 行 す る 療 育 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 人  

 ③ 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 (昭 和 25 年 法 律 第 123 号 )第 45 条 に 定 め る 精 神 障

害 者 保 健 福 祉 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 人  

(参 考 ／ 18 歳 ～ 35 歳 ) 

行政 事 務  

(社 会福 祉 士 ) 
2 名程 度  

平 成 3 年 4 月 2 日 か ら 平 成 17 年 4 月 １ 日 ま で に 生 ま れ た 人 で 、社 会 福 祉 士 の 資 格 を 有 す る 人 又 は

令 和 9 年 3 月 末 ま で に 同 資 格 を 取 得 す る 見 込 み の 人  

(参 考 ／ 22 歳 ～ 35 歳 ) 

行政 事 務  

(社 会人 経 験者 ) 
2 名程 度  

平 成 3 年 4 月 2 日 か ら 平 成 14 年 4 月 1 日 ま で に 生 ま れ た 人 で 、 令 和 8 年 6 月 30 日 時 点 で 、 民 間

企 業 等 で の 職 務 経 験 （ 1 年 間 以 上 継 続 し て 週 30 時 間 以 上 勤 務 し た 期 間 ） が 継 続 し て 3 年 以 上 又

は 通 算 し て 5 年 以 上 あ る 人  

(参 考 ／ 25 歳 ～ 35 歳 ) 

土  木  

2 名程 度  

昭 和 61 年 4 月 2 日 か ら 平 成 21 年 4 月 1 日 ま で に 生 ま れ た 人  

(参 考 ／ 18 歳 ～ 40 歳 ) 

土  木  

（資 格 保有 者）  

昭 和 61 年 4 月 2 日 か ら 平 成 21 年 4 月 1 日 ま で に 生 ま れ た 人 で 、 次 の い ず れ か の 資 格 を 有 す る 人

又 は 令 和 9 年 3 月 末 ま で に 同 資 格 を 取 得 す る 見 込 み の 人  

① 土 木 施 工 管 理 技 士 1 級 又 は 2 級  ② 測 量 士  

(参 考 ／ 18 歳 ～ 40 歳 ) 

建  築  

1 名程度  

昭 和 61 年 4 月 2 日 か ら 平 成 21 年 4 月 1 日 ま で に 生 ま れ た 人  

(参 考 ／ 18 歳 ～ 40 歳 ) 

建  築  

（資 格 保有 者）  

昭 和 61 年 4 月 2 日 か ら 平 成 19 年 4 月 1 日 ま で に 生 ま れ た 人 で 、 次 の い ず れ か の 資 格 を 有 す る 人

又 は 令 和 9 年 3 月 末 ま で に 同 資 格 を 取 得 す る 見 込 み の 人  

① 一 級 建 築 士 、 二 級 建 築 士  ② 建 築 施 工 管 理 技 士 1 級 又 は 2 級  

(参 考 ／ 20 歳 ～ 40 歳 ) 
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試 験 区 分  採 用 予 定 者 数  受   験   資   格 (年 齢 /令 和 9 年 4 月 1 日 時 点 ) 

保育 士  4 名程 度  

平 成 3 年 4 月 2 日 か ら 平 成 19 年 4 月 1 日 ま で に 生 ま れ た 人 で 、保 育 士 と し て 登 録 さ れ て お り 、か

つ 、幼 稚 園 教 諭 の 免 許 を 有 し て い る 人 又 は 令 和 9 年 3 月 末 日 ま で に 保 育 士 と し て 登 録 さ れ 、か つ 、

幼 稚 園 教 諭 の 免 許 を 取 得 す る 見 込 み の 人  

(参 考 ／ 20 歳 ～ 35 歳 ) 

保育 士  

(社 会人 経 験者 ) 
2 名程 度  

昭 和 56 年 4 月 2 日 か ら 平 成 3 年 4 月 1 日 ま で に 生 ま れ た 人 で 下 記 い ず れ の 条 件 も 満 た す 人  

① 保 育 士 と し て 登 録 さ れ て お り 、 か つ 、 幼 稚 園 教 諭 の 免 許 を 有 し て い る 人  

② 令 和 8 年 6 月 30 日 時 点 で 保 育 士 と し て の 業 務 経 験 （ 1 年 間 以 上 継 続 し て 週 30 時 間 以 上 勤 務

し た 期 間 ） が 直 近 10 年 間 で 通 算 5 年 以 上 あ る 人  

                                 (参 考 ／ 36 歳 ～ 45 歳 ) 

保健 師  1 名程度  

昭 和 61 年 4 月 2 日 か ら 平 成 18 年 4 月 1 日 ま で に 生 ま れ た 人 で 、 保 健 師 免 許 を 有 す る 人 又 は 令 和

8 年 度 実 施 の 国 家 試 験 で 免 許 を 取 得 す る 見 込 み の 人  

(参 考 ／ 21 歳 ～ 40 歳 ) 

保健 師  

(社 会人 経 験者 ) 
1 名程度  

昭 和 56 年 4 月 2 日 か ら 平 成 3 年 4 月 1 日 ま で に 生 ま れ た 人 で 、 下 記 い ず れ の 条 件 も 満 た す 人  

 ① 保 健 師 資 格 を 有 す る 人  

 ② 令 和 8 年 6 月 30 日 時 点 で 保 健 師 と し て の 業 務 経 験 （ 1 年 間 以 上 継 続 し て 週 30 時 間 以 上 勤 務

し た 期 間 ） が 継 続 し て 3 年 以 上 又 は 通 算 5 年 以 上 あ る 人   

(参 考 ／ 36 歳 ～ 45 歳 ) 

技能 労 務職  3 名程度  
昭 和 52 年 4 月 2 日 か ら 平 成 4 年 4 月 １ 日 ま で に 生 ま れ た 人 で 、 現 場 作 業 に 従 事 可 能 な 人  

(参 考 ／ 35 歳 ～ 49 歳 ) 

 

【第 １ 次試 験日 】  

〔 行 政 事 務〕令和 8 年 8 月 22 日（ 土 ）～ 9 月 20 日（ 日 ）  ※テ ス ト セン タ ー方 式  

〔行 政 事務 以外 〕 令 和 8 年 9 月 20 日（ 日）  ※会 場で の 統 一試 験  

 

【 試 験 会 場】  

〔 行 政 事 務〕全 国の テス ト セ ンタ ー 会場  

〔行 政 事務 以外 〕 飯 塚市 役 所本 庁（ 飯 塚 市新 立岩 5 番 5 号 ) 

        

【 試験案内等配付】人 事課 (本庁 3 階 )で試 験 案内 を配 付し ま す。  

令和 8 年 7 月 16 日 (木 )～ 8 月 16 日 (日 ) 

受付 時間 8 時 30 分 ～ 17 時 15 分 (土 曜日 、日 曜 日 は 除く 。 ) 

※郵 送 によ る請 求 又 は 飯 塚 市採 用案 内 専 用サ イ ト か らダ ウ ン ロー ド も可 能で す 。  

 

【 受 付 期 間】受 験申 込み は 、 電子 申 込の みと な り ます 。 申込 みは 1 人 につ き 、 1 試 験区 分 に限 り ます 。  

電子 申 請受 付： 令和 8 年 7 月 16 日 (木 )～ 8 月 16 日 (日 ) 
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 【 第 2 次 試験 日 】  

〔全 試 験区 分共 通 〕 令和 8 年 10 月 31 日 (土 )～ 11 月 1 日 (日 ) 

  

【第 3 次試 験日 】  

〔全 試 験区 分共 通 〕 令和 8 年 11 月 28 日 (土 )～ 11 月 29 日 (日 ) 

 

※外 国 籍 (永住 者・ 特別 永 住者 )の 人も 受験 で きま す。  

※地 方 公務 員法 第 16 条 (欠格 条項 )の 規 定に 該 当す る人 は 、 受験 で きま せん 。  

※す で に今 年度 の 「 第 1 回 飯 塚市 職 員採 用試 験 （行 政事 務 〔 上級 〕）」を 受験 さ れ た方 で も「 第 2 回飯 塚市 職 員採 用試 験 」 に申

込む こ とは 可能 で す 。ただ し 、1 人 に つ き 1 試 験区 分ま で し か受 験 でき ませ ん の で、「第 2 回飯 塚 市 職員 採 用試 験 」の 受 験を

希望 す る場 合は 、「 第 1 回 飯塚 市職 員 採 用試 験（ 行政 事 務〔 上級 〕）」をご 辞 退い ただ く こと にな り ま す。予 め ご了 承 くだ さい 。  

 

 

その 他 詳細 につ き ま して は 、 飯 塚市 採 用 案内 専 用サ イト 又 は 試験 案 内で 必ず ご 確 認く だ さい 。  

 

飯塚 市 採用 案内 専 用 サイ ト  https://public -connect.jp/employer/116615  

 

 

【問 い 合わ せ 先 】 人 事課 (電 話 0948-22-5500 内 線 1324) 

 


